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委員長
　小林　國章
副委員長
　田中　純一
委員
　三浦　和一
　桜井くるみ
　石川　広己
　影山　琢也
　臼杵　　健
　小林　拓朗

熊
谷
市
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

現
行
の
掲
示
場
か
ら
電
子
掲
示
場
へ
変
更
す
る
と
の
こ

と
だ
が
、
掲
示
期
間
は
同
じ
期
間
と
す
る
の
か
伺
い
た
い
。

　

現
行
の
掲
示
場
で
は
１
カ
月
か
ら
２
カ
月
程
度
の
掲
示
を

行
っ
て
い
る
が
、
電
子
掲
示
場
に
お
い
て
は
国
に
準
拠
し
90
日
間

の
掲
示
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

（
庶
務
課
）

熊
谷
市
公
民
館
条
例
及
び
熊
谷
市
公
民
館
使
用
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

熊
谷
市
奈
良
公
民
館
の
移
転
に
関
し
て
、
地
元
の
意
見

を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
地
元
住
民
と
の
協
議

は
さ
れ
た
の
か
伺
い
た
い
。

　

奈
良
小
学
校
区
連
絡
会
の
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い

て
移
転
が
話
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
地
元
説
明

会
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

（
中
央
公
民
館
）

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

　2014 年２月の大雪対応の総括と
教訓からの改善点は。

　災害初動マニュアル【大雪編】の
策定、熊谷市地域防災計画に雪害応急
活動計画を追加し大雪に備えている。

　除雪・排雪業務の委託契約業者
数と15 ブロック区分の割り当ては。

　今年度の委託契約業者は 39 社。
各ブロック１社から５社。区分は毎年見直しの検討を
行っている。

　有事の際に委託契約業者が業務履行できる体制
は。除雪機械保有状況とオペレーター確保の実態把
握、本市所有の重機と操作できる職員数は。

　委託契約業者は大雪注意報発令により自社待機
し、市からの指示に対応できる体制になっている。委
託業者の重機保有状況とオペレーターの人数は契約
時に報告を受け把握している。市所有の重機は２台、
操作できる職員は８名いる。

　2014 年２月の大雪の際、除雪に協力した契約業
者以外の業者へ費用弁償した対応について。

　想定外の大雪で契約業者だけでは対応しきれず、
重機を所有する事業者に協力いただき、時間に応じた
費用弁償をした。同様の事態が起きた場合は、同様
の対応を考えている。（危機管理課、維持課）

 

　「優良田園住宅の促進に関する法律」と「田園ま
ちづくり条例」との運用の違いは。

　市町村が主体的に法律に基づく基本方針を作成
し、要件に合う住宅建設認定ができる。また農用地区
域からの除外および農地転用許可の手続きの円滑化等
の配慮がされる取り扱いの違いがある。（都市計画課）

　業務委託における市および請け
負う民間業者のメリットを伺う。

　発注者である市は、経済性や効
率性を高められることであり、受注者
である民間業者のメリットは、業者が
得意とする分野で受注ができることが
挙げられる。

　業務委託を導入している施設を
伺う。

　施設管理業務ではめぬまアグリパーク、窓口等
業務では市立図書館など、指定管理者制度となって
いない施設はいずれも業務の一部を委託している。

　指定管理者制度の市および請け負う民間業者の
メリットを伺う。

　市は、民間のノウハウを活用し、利用者に質の高
いサービスを提供できること、管理コストの軽減が期
待できること等があり、民間業者は公共施設を使用す
るため初期投資を抑えた収益事業を展開できること
や地域貢献が可能となることなどである。

　指定管理者制度を導入している施設を伺う。
　文化施設ではスポーツ・文化村「くまぴあ」等、

福祉施設では老人福祉センター等、公園施設では妻
沼運動公園など合計４８施設である。

　「くまぴあ」を公益財団法人化し、市の退職者や
職員の派遣等により管理運営することは可能か考えを
伺う。

　議員提案の公益財団法人化し、市の退職者を活
用することについては、旅館業法の適用、食事の提
供、スポーツと文化との兼ね合いなどの専門性や、ま
た、費用対効果の面でも課題もあることから慎重な研
究が必要であると考える。
　今まで以上に市民の声を市政に反映されるよう要
望する。（施設マネジメント課、契約課、社会教育課）

除雪・排雪体制の確保と雪害対策について指定管理者制度と業務委託について

本市の優良田園住宅の建設の促進に
ついて

須
す

永
なが

宣
よし

延
のぶ

議員
（熊谷清風会・維新）

富
とみ

岡
おか

信
しん

吾
ご

議員
（熊谷清風会・維新）
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熊
谷
市
立
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

　

星
宮
体
育
館
の
利
用
料
金
の
検
討
状

況
を
伺
い
た
い
。

　

無
料
開
放
を
行
っ
て
い
る
学
校
施
設

と
異
な
り
、
管
理
人
を
置
く
必
要
が
あ
る

た
め
、
そ
の
経
費
が
か
か
る
こ
と
等
か
ら

有
料
と
決
定
し
、
利
用
料
金
に
つ
い
て
は

元
々
学
校
体
育
館
で
あ
っ
た
別
府
体
育
館

の
例
に
倣
っ
て
設
定
し
た
。

　

当
該
施
設
の
減
免
制
度
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

　

公
的
利
用
や
公
益
財
団
法
人
熊
谷
市

ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
加
盟
団
体
に
よ
る
大
会

利
用
な
ど
の
場
合
に
は
市
民
体
育
館
な
ど

と
同
基
準
の
減
免
を
予
定
し
て
い
る
。
ま

た
、
熊
谷
市
障
害
者
等
の
利
用
に
係
る
公

の
施
設
使
用
料
等
減
免
条
例
に
基
づ
き
、

障
害
者
の
方
等
へ
の
減
免
に
つ
い
て
現
在
担

当
課
と
調
整
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
ス
ポ
ー
ツ
タ
ウ
ン
推
進
課
）

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定（
熊
谷
市

立
市
民
体
育
館
等
）に
つ
い
て

　
　

指
定
管
理
者
選
定
結
果
の
概
要
の
中

で
、「
サ
ー
ビ
ス
等
を
向
上
さ
せ
る
た
め

令
和
６
年
度
熊
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
総
務
費
、教
育
費
）に
つ
い
て

　
　

債
務
負
担
行
為
の
荒
川
公
園
周
辺
再

整
備
基
本
計
画
策
定
及
び
民
間
活
力
導
入

可
能
性
業
務
委
託
は
委
託
期
間
が
２
年
間

で
あ
る
が
、
各
年
度
に
想
定
し
て
い
る
主

な
業
務
内
容
を
伺
い
た
い
。

　

１
年
目
は
、
住
民
合
意
形
成
に
係
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
よ
り

基
本
計
画
の
骨
格
と
な
る
施
設
概
要
や
設

置
場
所
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
案
の
作
成
を
行
い
、

２
年
目
は
、
交
通
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
経

済
波
及
効
果
の
分
析
、
民
間
活
力
導
入
可

能
性
調
査
等
の
実
施
を
目
指
し
て
い
る
。

（
ス
ポ
ー
ツ
タ
ウ
ン
推
進
課
）

　

庶
務
業
務
経
費
に
つ
い
て
、
市
役
所

本
庁
舎
に
通
話
録
音
装
置
を
設
置
す
る
と

の
こ
と
だ
が
、
導
入
に
至
っ
た
経
緯
を
伺

い
た
い
。

　

本
市
に
お
い
て
も
電
話
口
で
幾
度
と

な
く
同
じ
要
求
を
繰
り
返
し
た
り
、
特
定

の
職
員
へ
の
取
り
次
ぎ
を
強
要
し
た
り
す
る

な
ど
の
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
み
ら

れ
る
事
例
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

う
し
た
行
為
を
抑
制
し
て
職
員
の
勤
務
環

境
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
業
務
の
公
正
か
つ
適

正
な
執
行
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
庶
務
課
）

の
方
策
」
に
つ
い
て
「
良
」
と
い
う
評
価

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
内
容
が
示
さ
れ
た
の
か
伺
い
た
い
。

　

熱
中
症
対
策
と
し
て
、
広
い
場
所
で

も
あ
る
程
度
室
温
を
下
げ
ら
れ
る
大
き
な

冷
風
扇
の
設
置
な
ど
の
提
案
が
あ
っ
た
。

（
ス
ポ
ー
ツ
タ
ウ
ン
推
進
課
）

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定（
熊
谷
市

ス
ポ
ー
ツ・文
化
村
）に
つ
い
て

　

公
募
に
も
関
わ
ら
ず
１
者
の
み
の
申

請
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

　

事
前
の
現
地
説
明
会
で
は
２
グ
ル
ー

プ
の
業
者
が
参
加
し
て
い
た
が
、
最
終
的

な
申
請
は
１
者
の
み
と
な
っ
た
。
申
請
し
な

か
っ
た
１
者
に
つ
い
て
は
仕
様
等
の
内
容
を

検
討
し
、
判
断
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

市
に
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
際
に
は
、

指
定
管
理
者
に
伝
え
て
改
善
を
図
っ
て
い

る
の
か
伺
い
た
い
。

　

連
絡
が
入
っ
た
時
点
で
指
定
管
理
者

に
状
況
を
確
認
し
、
早
急
に
対
応
し
て
い

る
。
ま
た
、
毎
月
の
管
理
運
営
会
議
に
お

い
て
も
議
題
に
上
げ
て
改
善
す
る
よ
う
求

め
て
い
る
。

（
社
会
教
育
課
）

　

債
務
負
担
行
為
の
小
中
学
校
校
務
用

情
報
機
器
更
新
事
業
に
つ
い
て
、
全
小
・

中
学
校
の
パ
ソ
コ
ン
と
プ
リ
ン
タ
ー
を
そ

れ
ぞ
れ
何
台
更
新
す
る
の
か
。

　

パ
ソ
コ
ン
に
つ
い
て
は
計
１
０
５
０

台
、
モ
ノ
ク
ロ
レ
ー
ザ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
、
カ

ラ
ー
レ
ー
ザ
ー
プ
リ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
来

年
度
全
小
・
中
学
校
が
42
校
と
な
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
42
台
の
更
新
を
想
定
し

て
い
る
。

（
教
育
総
務
課
）

国
に
対
し
、「
死
亡
ひ
き
逃
げ
事
件
の
公
訴

時
効
の
撤
廃
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出

を
求
め
る
請
願

　

令
和
４
年
３
月
、
埼
玉
県
議
会
で
公

訴
時
効
撤
廃
に
関
す
る
意
見
書
が
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
後
の
県
議
会
の
動
き
に
つ
い
て
伺
い

た
い
。

　

そ
の
年
の
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長

会
の
総
会
に
お
い
て
提
言
の
一
つ
と
し
て
提

出
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

死
亡
ひ
き
逃
げ
事
件
の
公
訴
時
効
の

撤
廃
と
と
も
に
、
刑
罰
に
つ
い
て
も
よ
り

厳
し
い
刑
を
求
め
る
趣
旨
も
含
ま
れ
て
い

る
の
か
伺
い
た
い
。

　

本
請
願
趣
旨
は
刑
罰
に
関
す
る
も
の

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
公
訴
時
効
の
撤

廃
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
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委員長
　沼上　政幸
副委員長
　大山美智子
委員
　須永　宣延 
　小鮒　賢二
　腰塚菜穂子
　山下　一男
　出井　哲司
　江田　大助

委員長
　川田　勝巳
副委員長
　池井　光吉
委員
　黒澤三千夫
　権田　清志
　千葉　義浩
　新島　一英

熊
谷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

本
条
例
は
国
民
健
康
保
険
税
の
賦

課
限
度
額
を
法
定
限
度
額
に
合
わ
せ
る
た

め
、
併
せ
て
令
和
９
年
度
に
埼
玉
県
内
の

保
険
税
水
準
の
準
統
一
を
行
う
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
税
率
等
の
改

正
と
の
こ
と
だ
が
、
本
条
例
が
改
正
さ
れ

た
場
合
に
影
響
す
る
世
帯
数
お
よ
び
１
世

帯
当
た
り
の
平
均
影
響
額
を
伺
い
た
い
。

　

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
全
世
帯

に
影
響
が
あ
り
、
平
均
影
響
額
は
令
和
６

年
９
月
末
時
点
の
デ
ー
タ
に
お
け
る
試
算

で
は
８
４
７
４
円
と
な
る
。

（
保
険
年
金
課
）

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
変
更
に

つ
い
て(

熊
谷
市
子
育
て
支
援
・
保
健
拠
点

施
設
整
備
事
業
建
設
工
事)

　

物
価
変
動
等
に
よ
り
約
９
億
円
を
増

額
す
る
契
約
の
変
更
と
の
こ
と
だ
が
、
そ

の
内
容
を
伺
い
た
い
。

　

物
価
等
の
変
動
が
あ
っ
た
場
合
の
対

応
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
契
約
約
款
に
基
づ

き
、
本
工
事
の
請
負
代
金
額
が
40
億
３
１

８
１
万
９
千
円
、
協
議
書
提
出
日
に
お
け

熊
谷
市
農
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

奈
良
公
民
館
の
移
転
も
踏
ま
え
て

い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
農
業
活
性
化
セ
ン

タ
ー
と
当
該
公
民
館
双
方
の
利
用
者
や
利

用
団
体
が
こ
れ
ま
で
同
様
の
利
用
が
で

き
な
い
な
ど
の
支
障
が
生
じ
る
か
伺
い
た

い
。　

公
民
館
担
当
者
と
相
互
の
事
業
を
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
大
き
な
支
障
は
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ホ
ー
ル
の
利
用
が
重
な
る

部
分
に
つ
い
て
は
、
今
後
調
整
を
図
っ
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
農
業
政
策
課
）

熊
谷
市
企
業
の
立
地
及
び
拡
大
の
支
援
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て　

企
業
立
地
奨
励
金
制
度
の
現
行
の
周

知
方
法
と
改
正
後
の
周
知
方
法
を
伺
い
た

い
。　

現
在
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
企
業
立

地
支
援
ガ
イ
ド
に
お
い
て
制
度
の
紹
介
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
改
正
後
は
こ
れ
ら

を
更
新
し
、
周
知
に
努
め
る
ほ
か
、
個
別

の
企
業
に
対
し
て
は
、
開
発
関
連
部
署
と

る
変
動
後
の
工
事
代
金
額
が
50
億
２
５
３

万
６
千
円
で
、
こ
の
差
額
の
９
億
７
０
７
１

万
７
千
円
の
う
ち
、
請
負
代
金
額
の
1.5
％

を
超
え
る
９
億
１
０
２
３
万
９
７
１
５
円

を
市
が
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。
物
価
の

変
動
が
大
き
な
費
目
と
し
て
は
、
セ
メ
ン

ト
や
石
膏
ボ
ー
ド
、
電
気
用
ケ
ー
ブ
ル
等

が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
こ
ど
も
課
）

令
和
６
年
度
熊
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
民
生
費
）に
つ
い
て

　

障
害
者
日
中
一
時
支
援
事
業
に
つ
い

て
、
利
用
者
数
の
増
加
に
伴
い
補
正
予
算

を
計
上
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
事
業
の
利

用
実
績
を
伺
い
た
い
。

　

令
和
６
年
度
上
半
期
の
利
用
実
績
は

利
用
者
数
33
人
、延
べ
利
用
日
数
１
１
３
８

日
で
、５
年
度
の
同
時
期
の
利
用
実
績
は
利

用
者
数
29
人
、延
べ
利
用
日
数
９
４
７
日
と

な
っ
て
い
る
。

（
障
害
福
祉
課
）

連
携
し
て
、
事
前
に
開
発
の
相
談
が
あ
っ
た

と
き
な
ど
に
周
知
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
る
。

（
企
業
活
動
支
援
課
）

令
和
６
年
度
熊
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
商
工
費
）に
つ
い
て

　

ク
マ
Ｐ
Ａ
Ｙ
発
行
事
業
に
つ
い
て
、

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
と
そ
れ
以
外
の
時
期

に
お
け
る
利
用
額
を
伺
い
た
い
。

　

月
ご
と
の
利
用
額
と
し
て
、
４
月
が

約
１
２
８
万
円
、
５
月
が
約
２
１
７
万
円
、

６
月
が
約
３
６
８
万
円
、
５
％
還
元
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
た
７
月
は
約
２
５
２
０

万
円
の
利
用
が
あ
り
、
８
月
は
約
６
２
０

万
円
で
あ
っ
た
。
９
月
か
ら
は
敬
老
祝
金
な

ど
の
補
助
金
の
支
給
が
始
ま
り
、
９
月
は

約
２
５
４
０
万
円
、
10
月
は
約
２
４
２
０

万
円
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
で
あ
る

11
月
は
集
計
中
で
あ
る
が
、
利
用
額
は
約

５
億
６
２
０
０
万
円
と
な
る
見
込
み
で
あ

る
。

（
商
業
観
光
課
）



熊 谷 市 議 会 議 員の 請 負の 状 況 の 公 表 に関 する条 例 を 制 定しました

　都
市
建
設 

常
任
委
員
会

14令和7年（2025）2月　　くまがや市議会だより　第78号人権尊重宣言都市・くまがや

　これまで、地方自治体の議員個人がその自治体
に対して請負をすることは、地方自治法により禁止
されていました。しかし、近年、地方議会は議員
のなり手不足という課題に直面していることから、
請負の定義の明確化と議員個人の請負規制の緩和
を内容とする、地方自治法の一部改正がなされて
います。
　そこで、熊谷市議会では、地方自治法の改正趣
旨を踏まえ、熊谷市議会議員政治倫理条例の一
部改正を行うとともに、議員個人の請負状況の透
明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の
適正を図るため、「熊谷市議会議員の請負の状況
の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに
議員の請負の状況を公表することを定めました。

熊谷市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
（一部抜粋）
　（目的）
第１条　この条例は、熊谷市議会議員（以下「議員」と

いう。）が熊谷市に対し請負（地方自治法（昭和２２
年法律第６７号）第９２条の２に規定する請負をいう。
以下同じ。）をする者又はその支配人である場合にお
ける請負の状況を公表すること等により、請負の状況
の透明性を確保し、もって熊谷市議会（以下「議会」
という。）の運営の公正及び事務の執行の適正を図る

議員提出議案として条例を上程し、全会一致で可決

委員長
　白根　佳典
副委員長
　福田　勝美
委員
　大久保照夫
　富岡　信吾
　林　　幸子
　田中　　正
　中島　千尋

熊
谷
市
農
業
集
落
排
水
施
設
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

農
業
集
落
排
水
施
設
等
の
使
用
料
に

つ
い
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
支
払

い
が
可
能
に
な
る
と
の
こ
と
だ
が
、
市
民

へ
の
周
知
を
今
後
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い

く
の
か
伺
い
た
い
。

　

令
和
７
年
１
月
以
降
の
周
知
を
考
え

て
い
る
が
、
導
入
に
向
け
て
の
作
業
が
３
月

末
ま
で
行
わ
れ
、
実
際
の
申
し
込
み
や
運

用
は
４
月
以
降
と
な
る
た
め
、
段
階
を
踏

み
な
が
ら
周
知
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

（
経
営
課
）

熊
谷
市
水
道
事
業
の
布
設
工
事
監
督
者
を

配
置
す
る
工
事
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

条
例
改
正
に
よ
る
今
後
の
影
響
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

　

現
在
、
水
道
課
に
は
布
設
工
事
監
督

者
の
資
格
要
件
を
満
た
す
者
は
２
名
お
り
、

人
事
異
動
等
に
よ
る
影
響
が
な
け
れ
ば
、

令
和
７
年
４
月
に
２
名
、
10
月
に
４
名
が

新
た
に
資
格
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
。

（
水
道
課
）

令
和
６
年
度
熊
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
土
木
費
）に
つ
い
て

　

債
務
負
担
行
為
の
公
園
灯
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

整
備
事
業
に
つ
い
て
、
令
和
４
年
度
か
ら

８
年
度
ま
で
の
５
か
年
の
計
画
で
、
合
計

３
４
４
基
の
公
園
灯
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
す
る
と

の
こ
と
だ
が
、
今
年
度
の
進
捗
状
況
と
来

年
度
の
計
画
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　

令
和
６
年
度
は
７
月
中
に
公
園
灯
67

基
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
が
完
了
し
て
お
り
、
令
和
７

年
度
は
54
基
を
対
象
と
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
公
園
緑
地
課
）

令
和
６
年
度
熊
谷
市
下
水
道
事
業
会
計
補

正
予
算
に
つ
い
て

　

債
務
負
担
行
為
の
管
渠
布
設
事
業
に

つ
い
て
、
大
原
四
丁
目
・
石
原
地
内
お
よ

び
石
原
・
新
島
・
原
島
地
内
で
工
事
を
行

う
と
の
こ
と
だ
が
、
現
時
点
で
の
公
共
下

水
道
事
業
認
可
区
域
内
の
整
備
完
了
の
目

標
年
度
を
伺
い
た
い
。

　

令
和
８
年
度
の
概
成
を
目
標
に
整
備

を
進
め
て
き
た
が
、
近
年
の
物
価
高
騰
や

水
道
管
、
ガ
ス
管
等
の
支
障
物
件
の
移
設

等
に
よ
り
、
想
定
よ
り
も
事
業
費
や
時
間

が
か
か
り
、
進
捗
が
遅
れ
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
引
き
続
き
、
国
の
交
付
金
を
活
用
し

な
が
ら
事
業
の
推
進
を
図
り
た
い
。

（
下
水
道
課
）

ことを目的とする。
　（報告）
第２条　議員は、毎年６月１日から同月３０日までの間（当

該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了
により議員でない期間がある者で当該任期満了又は
議会の解散による選挙により再び議員となったものに
あっては、再び議員となった日から起算して３０日を
経過する日までの間）に、当該６月３０日の属する会
計年度の前会計年度（議員である期間に限る。第１号
エにおいて同じ。）における熊谷市に対する請負（当該
前会計年度において支払を受けたものに限る。）につ
いて、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければ
ならない。

　（１ ）　請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
　　ア　請負の対象とする役務、物件等
　　イ　契約締結日
　　ウ　契約金額（契約金額が定められている請負に限る。）
　　エ　当該６月３０日の属する会計年度の前会計年度
　　　において支払を受けた総額
　（２）　前号エに掲げる総額の合計額

※請負状況の報告の一覧については、熊谷市議会
のホームページにおいて公表します。なお、当該
条例は令和 6 年度における請負から適用するた
め、公表は令和 7 年度からとなります。


